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西

本

照

真

は
じ

め
に

筆
者
は

一
九
九
八
年
十
一,一月
二
十
日
か
ら
二
十
七
日
に
か
け
て
、
西

安
近
郊
の
三
階
教
史
跡
に
関
す
る
調
査
を
行
っ
た
。
開
祖
信
行

(五
四
〇

～
五
九
四
)
の
墓
所
に
建
立
さ
れ
た
百
塔
寺

に
関
し
て
は
七
〇
年
以
上

　ユ
　

前
に
常
盤
大
定
氏
等
が
行
っ
た
詳
細
な
調
査
報
告
が
あ
る
が
、
状
況
は

　　
　

随
分
変
わ

っ
て
い
た
。
今
回
は
、
常
盤
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
な

い
資
料
や
情
報
を
中
心
に
報
告
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
具
体
的
に
は
百

塔
寺
か
ら
新
出
の
墓
碑
二
点
、
近
年
発
見
さ
れ
た
と
い
う

「金
川
湾
唐

刻
石
窟
石
経
」、
西
安
碑
林
に
現
存
す
る
三
階
教
関
係

の
石
碑
に

つ
い

て
で
あ
る
。

一

百
塔
寺

十
二
月

二
十
二
日
と
二
十
四
日
の
二
日
間
に
わ
た
り
、
三
階
教
の
開

　ヨ

祖
信
行
禅
師
の
塔
墓
の
地
に
建
立
さ
れ
た
百
塔
寺

の
調
査
を
行

っ
た
。

百
塔
寺
は
、
終
南
山
の
ふ
も
と
、
西
安
市
長
安
県
王
荘
天
子
硲
口
に
あ

る
。
西
安
か
ら
約
三
十
五
キ
ロ
、
車
で
約
四
十
分

の
と
こ
ろ
に
あ
る
。

西
安
か
ら
続

い
て
い
た
平
地
が
い
よ
い
よ
終
南

山
と
ぶ
つ
か
ろ
う
と
す

る
ま
さ
に
そ
の
ふ
も
と
に
百
塔
寺
は
あ
る
。数

百
メ
ー
ト
ル
手
前
か
ら
、

銀
杏
の
巨
木
が
見
え
て
く
る
。
こ
の
銀
杏
は
現
在

の
百
塔
寺

の
裏
庭
に

そ
び
え
た

つ
。
高
さ
十
八
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
、
途
中
で
二
股
に
分
か
れ

た
幹

の
周
囲
は
十
メ
ー
ト
ル
以
上
は
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
唐
代
に

植
え
ら
れ
た
樹
木
と
言

い
伝
え
ら
れ
る
が
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
ま
さ

に
三
階
教
の
盛
衰
を
見
守

っ
て
き
た
生
き
証
人
と
い
え
る
。
中
国
で
二

番
目
に
大
き
い
銀
杏
と
言
わ
れ
て
お
り
、
百
塔
寺
も
今
日
で
は
信
行
の

墓
所
と
い
う
よ
り
も
こ
の
銀
杏
で
有
名
で
あ
る
。
現
在
で
は
寺
は
南
に

面
し
て
お
り
銀
杏
は
大
雄
宝
殿
の
裏

(北
)
に
あ
る
が
、
元
来
は
寺
は

北
に
面
し
て
お
り
こ
の
銀
杏
は
正
院

の
裏

(南
)
に
位
置
し
て
い
た
と

い
う
。
そ
し
て
、
寺
の
東
西
と
南
に
百
塔
寺
の
名

の
ご
と
く
数
多
く
の

三
階
教
徒
の
墓
塔
が
建

っ
て
い
た
そ
う
だ
。
か

つ
て
は
大
変
規
模
の
大

き
な
寺
だ
っ
た
よ
う
で
、
殿
宇
も
寺
僧
も
相
当
な
数
だ
っ
た
と
い
う
。

近
所
の
農
民
の
話

に
よ
る
と
、
僧
侶
が
馬
に

の
っ
て
山
門
を
開
閉
に
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行

っ
て
い
た
ほ
ど
広
大
な
寺
域
で
あ
っ
た
と
い
う
。
今
で
は
三
間
ほ
ど

の
大
雄
宝
殿

(
一
九
八
八
年
建
立
)
と
六
間
ほ
ど
の
僧
坊
と

一
間

の
厨
房

が
あ
り
、
住
僧
が

一
人

い
る
の
み
で
あ
る
。
百

の
墓
塔
が
林
立
し
て
い

た
昔
日
の
面
影
は
な
い
。
正
面

の
庭
は
、
十
メ
ー
ト
ル
四
方
に
満
た
な

い
ほ
ど
で
あ
る
。
本
堂

の
本
尊

は
釈
迦
牟
尼
仏
、
左
は
地
蔵
菩
薩
、
右

は
観
音
菩
薩

で
あ
っ
た
。

本
堂

の
片
隅
の
戸
棚
と
壁

の
間
に
、

一
つ
の
小
さ
な
墓
碑
が
ほ
こ
り

を
か
ぶ
っ
て
立
て
か
け
て
あ
っ
た
。
墓
碑
を
本
堂

の
外
の
明
る
い
と
こ

ろ
に
出
し
て
み
て
驚

い
た
が
、
間
違
い
な
く
唐
代
の
墓
碑

で
あ
る
。
こ

の
墓
碑
は
、
縦
四
〇

・
五
セ
ン
チ
、
横
三

一
・
五
セ
ン
チ
、
厚
さ
八

・

五
セ
ン
チ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
り
、
文
字
の
刻
ま
れ
た
部
分
は
、
縦

二
九

セ
ン
チ
、
横

二
〇

・
五
セ
ン
チ
で
あ
っ
た
。
墓
碑
に
刻
ま
れ
た
銘
文
は

次

の
と
お
り

で
あ
る
。

「大
唐
光
明
寺
故
真
行
法
師

之
霊
塔

師
以
永
徽
元
年
歳
次
庚
戌

正
月
辛
丑

朔
七
日
丁

未
酉
時
莞

於
本
寺
時

年
七
十
有
七
即
以
其
年
二

月
庚
午
朔
廿
六
日
乙
未
建

塔
樹
銘
於
此
」

文
字
は
、
唐
代
初
頭

の
も
の
に
ふ
さ
わ
し
く
、
き
っ
ち
り
と
端
正
に
刻

ま
れ
て
い
る
。
同
時
代
の
拓
本
と
非
常
に
よ
く
似

た
字
体
で
あ
る
。

こ
の
墓
碑
は
、
三
年
ほ
ど
前

に
近
所
の
畑
か
ら
掘
り
だ
さ
れ
た
も
の

を
農
家
か
ら
買

い
戻
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
ま
た
、
別

の
人
の
話
で
は
、

文
革
時
に
は
百
塔
寺
も
相
当
に
荒
れ
果

て
、
近
所

の
人
た
ち
は
壊
れ
た

煉
瓦
や
墓
碑
な
ど
を
家
を
建
て
る
と
き
に
用
い
た
と
も
い
う
。
そ
れ
ら

の
家
の

一
つ
が
倒
れ
た
と
き
、
壁
の
中
か
ら
石
碑

が
出
て
き
た
こ
と
も

あ
っ
た
そ
う
だ
。

そ
こ
で
、
肝
心

の
墓
碑

の
内
容
で
あ
る
が
、

『石
刻
題
践
索
引
』
な

ど
を
引

い
て
み
て
も

「真
行
法
師
」

の
名
は
見
当
た
ら
な

い
。
し
た

が
っ
て
、
宋
代
以
降
の
金
石
学
者
が
注
目
し
な

い
ま
ま
に
今
日
に
至
っ

た
の
で
あ
る
。
百
塔
寺
に
埋
葬
さ
れ
た
三
階
教
徒

は
、
諸
資
料
に
よ
っ

て
名
前
が
確
認
さ
れ
る
の
は
信
行
の
直
弟
子
五
名
、
そ
の
後

の
僧
侶
八

　　
　

名
、
在
俗
者
十

一
名
、
合
計
二
十
四
名

で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に

一
名
が

加
わ
り
二
十
五
名
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
銘
文

に
よ
る
と
、
真
行
法

師
は
永
徽
元
年

(六
五
〇
)
正
月
七
日
、
光
明
寺

に
お
い
て
七
十
七
歳

で
亡
く
な
っ
た
。
翌
二
月
に
霊
塔
が
建
立
さ
れ

て
い
る
。
光
明
寺
は
長

安

の
三
階
五
寺

の

一
つ
で
、
慧
了
法
師

の
住
し

て
い
た
寺
で
あ
る
。
慧

了
は
少
な
く
と
も
八
十
四
歳
以
上
で
六
五
六
年

に
亡
く
な
り
、
六
五
七

年
に
百
塔
寺
に
塔
が
建
立
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
両
者
は
ほ
ぼ
同
時
代
に

光
明
寺
に
住
し
て
い
て
、
没
後
は
と
も
に
百
塔
寺

に
葬
ら
れ
た
こ
と
に

な
る
。
慧
了
法
師
は
信
行

の
直
弟
子
で
あ
り
、
塔
碑
に
は

「大
唐
光
明

　　
　

寺
故
大
徳
僧
慧
了
法
師
銘
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
寺
内
で
の
地
位
は
真
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行
よ
り
も
慧
了
の
方
が
上

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
三
階
教
の
中
心
寺

院
で
あ
っ
た
化
度
寺
に
住
し
て
い
た
僧
に

「禅
師
」
が
多

い
の
に
比

べ
、

光
明
寺

の
二
僧
は
い
ず
れ
も

「法
師
」
で
あ
る
。
開
祖
信
行
の
没
後
、

三
階
教
は

い
く

つ
か
の
派
に
分
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い

た
が
、
光
明
寺
は
化
度
寺

で
禅
観
を
中
心
に
実
践
し
て
い
た
者
と
は
若

干
異
な
る
系
統
の
僧
が
住
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

ま
た
、
大
雄
宝
殿
の
正
面
脇
に
は
、
九
八
年
に
農
家
か
ら
買
い
戻
し

た
と
い
う
別

の
墓
碑
が
あ

っ
た
。
こ
ち
ら
は
明
代

の
も
の
で
あ
る
。
縦

五
八
セ
ン
チ
、
横
五
五
セ
ン
チ
、
厚
さ

=
二
・五
セ
ン
チ
と
、
真
行
法

師

の
塔
碑

よ
り
も
か
な
り
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
。
銘
文
は
次
の
通
り

で
あ
る
。

「南
山
第

一
代
開
山
住
持
百
塔
大
萬
寿
禅
寺
嗣
祖
沙
門
正
和
尚

故
佛
国
真
浄
大
禅

師
正
公
長
老
霊
塔

大
明
至
元
六
年
歳
次
己
巳
七
月
□
五
日
小
師
善
亨
等
建
」

門
人

善
亨

善
誘

善
廣

善
智

善
順

善
潭

銘
文
に
よ
る
と
正
公
長
老
が
亡
く
な
っ
た
の
は
明
の
至
元
六
年

(
一

三
四
〇
)
で
あ
る
。
銘
中
に

「百
塔
大
萬
寿
禅
寺
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

明
代
に
至

っ
て
も

「百
塔
」
と
い
う
呼
称
を
冠
し
た
寺
名
が
用
い
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
三
階
教
は
唐
代
末
期
に
衰
亡
し
、
宋
代
以
降

の
活
動
の
軌
跡
は
定
か
で
は
な
い
が
、
名
称
だ
け
は
残
さ
れ
て
い
た
わ

け
で
あ
る
。

以
下

の
二
碑

の
他
、
唐
代
の
墓
碑
の
断
片
と
思
わ
れ
る
破
砕
片
が

一

つ
、
文
字

の
読
め
な
い
塔

の

一
部
が
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

一
帯
で
は
、
畑
や
煉
瓦
工
場
が
建
て
ら
れ
た
場
所
な
ど
か
ら
、
墓
碑
が

掘
り
出
さ
れ
る
こ
と
が
珍
し
く
な
い
と
い
う
。
何
年
か
前
に
は
、
百
塔

寺

の
裏
の
畑
か
ら
幅

一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
も
あ
る
碑
が
見

つ
か
っ
た
が
、

そ
の
ま
ま
埋
め
ら
れ
た
そ
う
だ
。

二

金
川
湾
唐
刻
石
窟
石
経

十
二
月
二
十

一
日
、
陜
西
省
社
会
科
学
院
を
訪
問
し
、
歴
史
宗
教
研

究
所
副
所
長
の
王
亜
榮
先
生
か
ら
貴
重
な
お
話

を
う
か
が
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
三
階
教
典
籍
を
刻
ん
だ
石
経

の
あ
る
石
窟
が
十
年
ほ
ど
前
に
発

見
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
日
本

の
学
界
に
は
ま
だ
紹
介

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
の
で
、
主

氏

の
話
を
も
と
に
そ
の
石

窟
石
経
に

つ
い
て
紹
介
し
た
い
。
王
氏
は
そ
の
石
経
を

「金
川
湾
唐
刻

石
窟
石
経
」
と
呼
ん
で
い
た
が
、
そ
の
石
経
の
あ

る
石
窟
は
西
安
か
ら

北
西

へ
約
百
キ
ロ
、
威
陽
市
淳
化
県
金
川
湾
に
あ
る
と
い
う
。
怪
河
の

ほ
と
り
の
岩
肌
を
く
り
抜
い
て
作

っ
た
の
も
の
で
、
正
面
の
入
り
口
は

東
北
に
向
い
て
い
る
と
い
う
。
あ
ま
り
大
き
な
石
窟

で
は
な
い
よ
う
だ
。

六
畳
ほ
ど
の
広
さ
だ
と
い
う
。
現
在
は
陜
西
省
文
物
局
の
管
理
下
に
あ

る
。
金
川
湾
石
窟
は
、
十
年
ほ
ど
前
ま
で
は
そ

の
存
在
を
知
っ
て
い
る

者
は
地
元
の
も
の
で
も
少
な
か
っ
た
。
石
窟
の
前

に
木
が
繁
っ
て
い
た
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た
め
だ
。

と
こ
ろ
が
、
石
窟
が

一
部
崩
れ
た
た
め
に
、
偶
然
に
も
そ
の

存
在
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
石
窟
に
は
、
正
面
に
台
座
が
据
え
ら
れ
て

い
た
が
、
王
氏
が
調
査
し
た
時
、
す
で
に
像
は
見
あ
た
ら
な
か
っ
た
そ

う
だ
。
そ

の
像
を
囲
む
よ
う
に
、
正
面
と
左
右

の
壁
に
石
経
が
刻
ま
れ

て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
王
氏

の
メ
モ
帳

の

「金
川
湾
唐
刻
石
窟

石
経
」
と
記
さ
れ
た
箇
所
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
。

一明
諸
大
乗
修
多
羅
内
世
間
出
世
間
両
階
人
発
菩
提
心
異
同
法

一
巻

大
集
月
蔵
分
経
略
抄
出
一
巻

明
諸
経
中
対
根
深
発
菩
提
心
法

妙
法
蓮
華
経
信
解
品
第
三
、
四
各

一
巻

如
来
示
教
勝
軍
王
経

一
巻

□
□
施
手
書
」

こ
の
五

つ
の
文
献

の
う
ち
、
最
初
の
三
文
献
は
へ
間
違

い
な
く
三
階

教
の
文
献
で
あ
る
。
『開
元
録
』
巻
十
八
の

「別
録
中
疑
惑
再
詳
録
」
の

　　
　

中
に
掲
げ
ら
れ
た
三
階
教
文
献
名
は
全
部
で
三
十
五
部
に
及
ぶ
が
、
そ

の
中
に
も
最
初
の
三
文
献
と
同

一
と
思
わ
れ
る
文
献
名
が
記
さ
れ
て
い

る
。
ま
ず
、

『明
諸
大
乗
修
多
羅
内
世
間
出
世
間
両
階
人
発
菩
提
心
異

同
法
』

一
巻

は
、
『開
元
録
』

の

『世
間
出
世
間
両
階
人
発
菩
提
心
法
』

一
巻

(割
注
は

『
明
諸
大
乗
修
多
羅
内
世
間
出
世
間
両
階
人
発
菩
提
心
同
異

法
』)
に
相

当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
次
の

『大
集
月
蔵
分
経

略
抄
出
』

一
巻
は

『開
元
録
』
の

『大
集
月
蔵
分
抄
』

一
巻

(割
注
は

『大
集
月
蔵
分
経
明
像
法
中
要
行
法
人
集
録
略
抄
出
』)
に
相
当
し
、
三
番
目

の

『
明
諸
経
中
対
根
深
発
菩
提
心
法
』
は
実
際
に
は

『明
諸
経
中
対
根

浅
深
発
菩
提
心
法
』
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
が
、
と

も
か
く

『開
元
録
』
の

『対
根
浅
深
発
菩
提
心
法
』

一
巻

(割
注

「上

加
明
諸
経
中
四
字
」)
に
相
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
三
文
献
と
も

『開

元
録
』
記
載

の
文
献
名
と
若
干
の
文
字

の
異
同
が
あ
る
が
、
お
そ
ら
く

同

一
文
献
と
み
て
さ
し

つ
か
え
あ
る
ま
い
。
四
番
目
の

『妙
法
蓮
華
経
』

信
解
品
第
三
、
四
各

一
巻
と
は
、
『妙
法
蓮
華
経

』
讐
喩
品
第
三
、
お

よ
び
信
解
品
第
四
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
三
階
教

の
機
根
論
の
基
本
的
枠

組
み
は
、
第
二
階
が

一
乗
、
第
二
階
と
第
三
階
が
三
乗
と
さ
れ
る
か
ら
、

「火
宅
三
車
」
や

「長
者
窮
子
」

の
比
喩
で

一
乗

と
三
乗

の
思
想
を
説

い
た
こ
れ
ら
の
経
文
が
刻
ま
れ
る
の
も
故
な
し
と
し
な
い
。
五
番
目
の

　ヱ

『如
来
示
教
勝
軍
王
経
』

一
巻
は
玄
婁
訳
で
あ
り
、
『大
唐
内
典
録
』
に

　　
　

「唐
永
徽
年
玄
奨
於
慈
恩
寺
訳
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
六
五
〇
年
か
ら

六
五
五
年

の
間
に
翻
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
「金

川
湾
唐
刻
石
窟
石
経
」
の
成
立
は
早
く
と
も
七
世
紀
半
ば
以
降
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
経
典
の
内
容
は
、
如
来
が
勝
軍
王

に
王
者

の
心
得
を
説

い
た
も
の
で
あ
り
、
非
法
を
棄
捨
し
て
正
法
に
随
う
べ
き
こ
と
を
繰
り

返
し
説
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
王
者

の
仏
教
保
護
を
説
く
こ
と
が
経
典

の
主
要
な
眼
目
で
あ
る
。
ま
た
、
王
が
所
有
す
る
あ
ら
ゆ
る
身

・
命

・

財
は
無
常

の
も
の
で
あ
り
、
無
常
観
を
勤
修
し
て
執
着
を
捨

て
去
る
こ

と
も
力
説
し
て
い
る
。

そ
こ
で
こ
の
経
典
も
含
め
て

「金
川
湾
唐
刻
石
窟
石
経
」
を
刻
ん
だ

221



西
安
近
郊
の
三
階
教
史
跡

(西

本
)

動
…機
を
三
階
教
史
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
三
階
教
は

開
祖
信
行

の
没
後
ま
も
な
く
の
六
〇
〇
年
か
ち
七
二
五
年
に
か
け
て
お

　　
　

よ
そ
五
回

に
わ
た
る
国
家

の
禁
圧
を
被

っ
て
い
る
ゆ
度
重
な
る
禁
圧
の

中

で
、
三
階
教
徒
が
三
階
教
文
献
を
紙
に
筆
写
す
る
よ
り
も
よ
り
確
実

に
保
存
さ
れ
将
来
に
伝
え
ら
れ
る
可
能
性

の
高

い
石
刻
の
方
法
を
用
い

た

で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。
ま
た
、,
仏
教
の
保
護
を

説
く
経
典

が
刻
ま
れ
た
の
も
国
家
の
三
階
教
弾
圧
に
対
す
る
抗
議
の
表

明
で
あ
ろ
う
。
ま
た
は
、
仏
教
を
保
護
し
な
い
者
が
仏
教
的
に
ど
の
よ

う
な
罪
を
受

け
る
こ
と
に
な
る
か
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
弾
圧
の
非

を
示
そ
う

と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
先
ほ
ど
の
第
二
番
目
の
文
献
は

『大

集
月
蔵
分
経
』
の
抄
出
で
あ
ろ
う
が
、
同
経
は
国
家
に
よ
る
仏
教
弾
圧

の
様
相
も
含

め
て
末
世
の
法
滅
の
姿
を
説

い
た
経
典
で
あ
り
、
正
法
を

護
持
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
繰
り
返
し
説

い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
経
文

を
刻
ん
だ
背
景
に
は
必
ず
や
三
階
教

へ
の
禁
圧
が
関
係
し
て
い
た
も
の

と
思
わ
れ

る
。

で
は
、

こ
の
石
経
は
い
つ
ご
ろ
刻
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
階
教

の
禁
圧
は
六
〇
〇
年
に
階
の
文
帝
に
よ
る
禁
圧
が
行
わ
れ
て
以
降
、
約

百
年
間
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
三
階
教
が
最
も
流
行
し
た
の
は
こ
の
時

期
で
あ
る
。
次
の
禁
圧
は
六
九
五
年
、
則
天
武
后

の
時
代
で
あ
る
。
こ

の
年
に
三
階
教
は
異
端
と
さ
れ
、
三
階
教
典
籍
は
偽
経

・
雑
符
録
の
中

に
加
え
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
六
九
七
年

に
は
活
動

の
制
限
、

典
籍
の
目
録

か
ら
の
削
除
が
な
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
八
世
紀
初
頭
の
中

宗

・
容
宗

の
時
代
に
は
再
び
勢
力
を
盛
り
返
し
た

こ
と
が
い
く

つ
か
の

　む

資
料
か
ら
う
か
が
え
る
が
、
や
が
て
玄
宗
の
七

二

一
年
に
は
化
度
寺

の

無
尽
蔵
が
廃
止
さ
れ
、
七
二
五
年
に
は
活
動
の
禁
止
が
告
げ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
度
重
な
る
禁
圧
の
中
で
、
石
経
が
刻
ま
れ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
あ
く
ま
で
も
筆
者
の
推
測
に
す
ぎ
な
い
が
、

「金
川
湾
唐
刻
石

窟
石
経
」
の
成
立
は
八
世
紀
前
半

で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
、
王
氏
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ

い
た
情
報

を
も
と
に

「金
川
湾

唐
刻
石
窟
石
経
」
に
関
す
る
考
察
を
す
す
め
て
き
た
。
従
来
、
西
安

一

帯
の
三
階
教
関
係

の
史
蹟
と
し
て
は
百
塔
寺
が
知

ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ

な
か
っ
た
が
、
こ
の
石
窟
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
ま
っ
た
く
別

な
形
の
三
階
教
史
蹟

の
存
在
が
明
ら
か
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
最
初

に
も
述
べ
た
が
、
禁
圧
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
て
い
た
長
安
の
都
か
ら
百
キ

ロ
も
離
れ
た
所
に
、
三
階
教
徒
が
石
窟
を
掘
り
、
石
経
を
刻
ん
で
い
た

と
い
う
こ
と
は
ま
さ
に
驚
き
で
あ
る
。
紙
に
筆
写

さ
れ
た
三
階
教
文
献

は
敦
煙
を
は
じ
め
い
く

つ
か
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
石
経

の
発
見
は
今

回
が
は
じ
め
て
で
あ
り
、
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
い
え

よ
う
。
こ
れ
ら
の
石
経
は
、
か
な
り
壊
れ
て
い
て
、
全
容
は
定
か
で
な

い
が
、

一
部
分
は
拓
本
も
と
れ
る
状
態
だ
と
い
う
。
現
在
、
こ
の
石
窟

お
よ
び
石
経
は
陜
西
省
文
物
局
の
管
理
下
に
あ
り
、
徐
々
に
研
究
が
開

始
さ
れ
る
予
定
だ
と
い
う
。
そ
の
研
究
の
成
果

が
早
期
に
公
表
さ
れ
る

こ
と
を
期
待
し
た
い
。

こ
の
項
の
最
後
に
、
金
川
湾
唐
刻
石
窟
石
経

の
情
報
を
提
供
し
て
下
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さ
り
、
日
本
で
紹
介
す
る
こ
と
を
快
諾
し
て
下
さ
っ
た
陳
西
省
社
会
科

学
院
の
王
亜
榮
先
生
に
改
め
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

三

西
安
碑
林
所
蔵
の
三
階
教
関
係
資
料

西
安
の
碑

林
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
三
階
教
関
係
の
墓
碑
等
の
原

資
料
は
、
確
認
し
え
た
限
り

で
は
、

「浄
域
寺
法
蔵
禅
師
塔
銘
」
、

「三

階
大
徳
禅
師
碑
」、

「王
居
士
傳
塔
銘
」

(重
刻
)、

「般
若
波
羅
蜜
多
心

　　
　

経
」
(百
塔
寺
出
土
)
、
「海
禅
師
墳
記
」
、
「梁
師
亮
墓
誌
銘
」
で
あ
る
。

　
む
　

大
部
分
は
拓
本
等
で
そ
の
内
容
が
調
査
研
究
済
み
の
も
の
で
あ
り
、
紙

数
も
尽
き

た
の
で
詳
説
し
な
い
が
、
と
も
か
く
こ
れ
ら
の
碑
銘

の
原
石

が
こ
の
碑
林
に
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
だ
け
指
摘
し
て
お
き
た

い

。1

常

盤
大
定

・
関
野
貞

『支

那
仏
教
史
蹟
評
解

一
』
、

一
九

二
五
年

。

2

最
近

の
西
安

一
帯

の
仏
寺

の
概
況

に

つ
い
て
は
、
周
文
敏

『
長
安
仏
寺

』

(
一
九
九
〇
年
、
陜

西
旅
游
出

版
社
)
、
姚
雪
峰

『
西
安

の
名
所
旧
跡
―

長

安
懐
古

―
』

(
一
九
九
七
年
、

世
界
図
書

出
版
公
司
)
等
参
照
。

3

『陜

西
通
志
』
に

「百
塔
寺
本

唐
僧
信
行
塔
院
、
大
歴

二
年
間

(
七
六
七

年
)
慕
信
行
者
皆

〓
信
行

塔
之
左
右
、
故
名
百
塔
」
と
あ
る
。
ま
た
、
『
長

安
志
』
十

二

「長
安
県
」

の
箇
所

に
は
、

「興
教
院
在
県
南
六
十
里

〓
梓

谷

口
、
本
百

塔
信
行
禅
師

塔
院
、
唐

大
歴
六
年

(七
七

一
年
)
建

、
皇
朝

太

平
興
国

三
年

(九
七

八
年

)
改
」
と
あ
る
。
矢
吹
慶
輝

『
三
階
教
之
研
究

』

一
二
〇
～

一
二
二
頁
参

照
。

4

拙
著

『三
階
教

の
研
究

』
、

一
二
六
～

一
二
七
頁

。

5

同
九

一
頁

。

6

大
正
五
五
、
六
七
八
中
～
六
七
九
上
。

7

大
正

一
四
、
七
六
七
下
～
七
八
九
上
。

8

大
正
五
五
、
三

二
二
中
。

9

前
掲
拙
著

、

一
三
〇
～

一
三
七
頁
参
照

。

10

三
階
教
僧
師
利

に
よ

っ
て
、
七
〇

七
年

に

『
仏
説
示
所
犯
者
喩
伽
法
鏡

経
』
が
偽
作
さ
れ

て

い
る

こ
と
か
ら
、

こ
の
時
期
、
あ
ら

ゆ
る
手
段

を
用

い
て
三
階
教

の
思
想

を
禁

圧
か
ら
守

り
後

に
伝
え

よ
う
と
し

て
い
た
こ
と

が
推
測
さ
れ

る
。
ま

た
、
中

宗

の
景
龍

四
年

(七

一
σ
)

に
は
勅

に
よ
り

化
度
寺

で
無
遮

会
が
催

さ
れ

て
い
る
。

H

『
西
安
碑
林
書
法

芸
術
』
、

一
九
八

三
年

、
陳

西
人
民
美
術
出
版
社
。

12

前
掲
拙
著

、
八
六
頁

以
降
参
照
。

(本
研
究
は
、
平
成
十
年
度
文
部
省
科
研
費
奨
励
研
究

(A
)
な
ら
び
に
平
成

十
年
度
武
蔵
野
女
子
学
院
学
院
特
別
研
究
費
に
基
づ
く
研
究
成
果
の
一
部
で

あ
る
。
)

〈キ
ー

ワ
ー
ド
〉

三
階
教

、
百

塔
寺
、
石
窟

、
石
経

、
西
安
碑
林

(武
蔵
野
女
子
大
学
・文
博
)
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